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第１章 計画の概要

１-１ 計画策定の趣旨
越谷市の公共交通＊網は、東武鉄道伊勢崎線及び JR 武蔵野線の鉄道駅を基点とし、

市内を路線バス及びタクシー事業者による交通ネットワークで形成されています。 

これまでに、まちづくりを支える公共交通網の充実を図るため、平成 27 年度に「越

谷市地域公共交通網形成計画」を策定しました。この計画では、本市の公共交通に関

する現状や課題を整理したうえで、本市の公共交通網の基本方針を「利便性が高く持

続可能な公共交通網の形成」とし、計画目標やその達成に向けた取組み内容、役割分

担の設定を行い、新たな公共交通の導入検討や公共交通ガイドマップの作成などの事

業を令和２年度まで実施してきました。 

近年、人口減少等に伴い公共交通サービスの維持・確保が厳しくなる一方、高齢者

の運転免許の返納が増す等、地域の移動手段を確保することがますます重要になって

いるため、国は、令和２年に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」を改正

しました。これにより、公共交通事業者を対象とした持続可能な地域公共交通網の形

成という「地域公共交通網形成計画」の目的が、地域全体の輸送資源を対象とした地

域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保と改正され、併せて当該計画の名称も

「地域公共交通計画」に改められました。 

また、本市においては、今後、人口減少や少子高齢化の進行が予測されており、高

齢者の外出支援、高齢者ドライバーの交通安全対策、公共交通の利用促進による環境

負荷の低減、さらには、地域産業の持続的な成長発展、魅力ある資源を活かしたまち

づくりなどへの取組みが求められています。 

このような背景のもと、従前の計画の基本方針を踏まえつつ、本市が掲げる将来像

「水と緑と太陽に恵まれた みんなが活躍する安全・安心・共生都市」の実現のため、

地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する次期計画として、「越谷市地

域公共交通計画」を策定します。 
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１-２ 計画の位置付け
本計画は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成 19 年 5 月 25 日法律

第 59 号)」第５条に基づき、越谷市地域公共交通協議会と協議のうえ策定するもので

す。 

本計画は、平成 27 年度に策定した越谷市地域公共交通網形成計画の基本的な方針

を踏まえたものであり、第５次越谷市総合振興計画を上位計画とし、越谷市都市計画

マスタープランや、その他配慮すべき計画を関連計画として、これらの計画と整合・

連携を図り策定します。また、交通政策基本法、交通政策基本計画の考え方とも整合・

連携していきます。 

■図 計画の位置付け 

【参考】第５次越谷市総合振興計画と越谷市都市計画マスタープランにおける公共交通の位置づけ

【上位計画】第５次越谷市総合振興計画

「地域公共交通の活性化及び再生
に関する法律」に基づく地域公共
交通計画 

【関連計画】 

〇越谷市都市計画 
マスタープラン等 

整
合
・
連
携

交通政策基本法 
(平成 25 年法律第 92 号) 

交通政策基本計画 
（第 2 次：令和 3 年度～7 年度） 

交通に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図

るため、交通に関する施

策に関する基本的な計画

を定めるもの 

越谷市地域公共交通計画 

（令和３年度～令和８年度）
整
合
・
連
携

第５次越谷市総合振興計画 

（将来像） 

水と緑と太陽に恵まれた 
みんなが活躍する安全・安心・共生都市 

（まちづくりの目標③） 

都市と自然が調和した集約と連携による 
まちづくり 

（前期基本計画 大綱３ 大項目 3-2「地域を支

える道路・公共交通をつくる」におけるめざす姿）

地域に適した公共交通網を形成するため、

利便性の向上や交通結節点の機能強化を図

るとともに、こしがや公共交通ガイドマップ

の配布などにより、公共交通の利用を促進

し、市民生活を支える“持続可能”な公共交

通網の形成を目指します。 

越谷市都市計画マスタープラン 

（都市の将来像） 

人と環境にやさしい 暮らしやすい都市 

活力とにぎわいに満ちた 魅力あふれる都市 

（都市づくりの方針） 

３「交通体系の基本方針」 

（２）市民生活を支える公共交通網の形成 

①公共交通の維持・充実 

②交通結節点の機能強化 

③公共交通の利用促進 

④公共交通網の改善・新設 
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１-３ 計画の区域
本計画は、越谷市の全域を計画の区域とします。 

１-４ 計画期間
本計画は、令和３年度から令和８年度までの６年間を計画期間とします。 

１-５ 対象とする交通システム
本計画では、「鉄道」、「路線バス」、「乗用タクシー」、「新たな公共交通※1」、「福祉

有償運送＊」、「企業送迎バスなど」を、主な対象として計画を検討します。 

「福祉有償運送＊」、「企業送迎バスなど」は、地域公共交通活性化再生法の改正（令

和２年11月 27日施行）に伴い、持続可能な旅客運送サービスの提供の確保に向けた、

地域における輸送資源の総動員の考えに基づき、地域公共交通計画の対象となること

から、本計画における具体的な取組みにおいて輸送の実態を把握しながら、今後、活

用方策を検討します。 

■図 対象とする交通システム

※１ 新たな公共交通：（例）乗合タクシー等 

公共交通

不 

特 

定 

特

定 

輸送密度・低 輸送密度・高 

乗用タクシー 

福祉有償運送＊ 企業送迎バスなど 

本計画の対象とする交通システム 

新たな公共交通※1

路線バス 鉄道 

（
利
用
者
特
性
）

（輸送形態） 

マイカー（送迎） 

活用方策 
を検討 
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１-６ 計画の構成
越谷市地域公共交通計画は、以下の構成とします。

第１章 計画の概要 

１-１ 計画策定の主旨    １-４ 計画期間 

１-２ 計画の位置付け    １-５ 対象とする交通システム 

１-３ 計画の区域      １-６ 計画の構成 

第２章 越谷市の地域及び公共交通の現状 

２-１ 越谷市の概要      ２-４ 多様な輸送資源に係るアンケート調査 

２-２ 越谷市の公共交通の現状 ２-５ 従前計画の評価と達成状況 

２-３ 市民の移動実態 

第３章 越谷市の公共交通の課題 

第４章 将来像と基本方針 

４-１ 越谷市の公共交通の将来像 

４-２ 基本方針 

４-３ 目指すべき交通ネットワークのイメージ 

第５章 取組み内容 

第６章 計画の実現に向けて 

５-１ 取組み内容の設定 

５-２ 具体的な取組み内容 

５-３ 事業主体及びスケジュールの整理 

６-１ 計画の評価指標 

６-２ 計画の進行管理・達成状況の評価 

６-３ 実施体制 
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第２章 越谷市の地域及び公共交通の現状

２-１ 越谷市の概要

２-１-１ 越谷市の位置・地勢 

本市は、埼玉県の南東部、東京都心から 25ｋｍ圏内に位置し、市域面積は 60.24

となっています。 

また、本市の地勢は、大宮台地と下総台地に挟まれた埼玉県東部低地帯の一角を占

め、地形は丘陵がなく平坦であり、広大な関東平野において中川・綾瀬川流域に位置

しています。 

■図 越谷市の位置（資料：越谷市都市計画マスタープラン） 



6 

■図 越谷市の地形図（資料：越谷市都市計画マスタープラン） 
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２-１-２ 越谷市の土地利用 

本市は、全域が都市計画区域に指定され、主に鉄道に沿って市街化区域が 28.72  

（市域の 47.6％）、それを取り囲むように市街化調整区域が 31.59  （市域の 52.4％）

指定されています（平成 29 年２月現在）。 

■図 越谷市都市計画図（資料：越谷市都市計画図（平成 29 年２月）） 

市 街 化 調 整 区 域 
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２-１-３ 越谷市の人口 

【人口、高齢化の推移】 

本市における人口は、令和２年４月現在で約 34 万５千人となっています。 

本市の出生・死亡による人口の自然動態は、平成 30 年（2018 年）に自然増から自

然減に転じています。今後の少子高齢化により、この傾向は継続し、人口の自然減が

続くものと見込まれます。 

また、本市の人口は、令和４年（2022 年）の 34 万 6 千人をピークに、その後、減

少に転じる見通しです。 

なお、本市の令和２年４月現在の高齢化率は 25.1％となっていますが、未婚率の上

昇などに伴う出生数の減少、平均寿命の延びなどから高齢化が進み、令和７年（2025

年）には、高齢者人口の割合は 25.7％になる一方、年少人口の割合は 12.2％となり、

令和２年（2020 年）から 0.6 パーセント低下すると見込まれ、少子高齢化が進行する

と予想されます。 

■図 越谷市の年齢別人口、高齢化の推移 

（資料：第５次越谷市総合振興計画における将来人口推計） 

人口（万人） 65 歳以上人口比率

左

軸

右

軸

推計値実績値

（年少人口）  （生産年齢人口）   （高齢者人口）

（12.8%）  （12.2%）
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【人口分布】 

本市の人口は、市街化区域の鉄道駅周辺に集中しており、市街化調整区域において

は人口密度が低く、分散している状況となっています。 

■図 越谷市の人口分布（資料：平成 27 年国勢調査） 

凡 例 

市 境 

市街化調整区域 

路線バスルート 

250ⅿメッシュ人口 

0 人 

1～50 人 

51～100 人 

101～500 人 

501～1000 人 

1001 人以上 

市 外 
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【高齢化率分布】 

本市の高齢化率は、市街化調整区域において高くなっています。 

■図 越谷市の高齢化率分布（資料：平成 27 年国勢調査） 

凡 例 

市 境 

市街化調整区域 

路線バスルート 

65 歳以上人口比率 

250ⅿメッシュ 

－

10％以下 

11～20％ 

21～30％ 

31～40％ 

41％以上 

市 外 
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２-１-４ 施設（公共施設・医療施設・商業施設等）の立地・観光資源等の分布状況 

本市の公共、医療、商業、教育施設の多くは、鉄道駅周辺に立地しています。また、

越谷レイクタウン駅周辺には、大規模な商業施設が立地しています。 

■図 施設立地状況 

（資料：こしがや案内図、大規模小売店舗一覧（埼玉県）ほか） 

鉄道駅から 

1km 圏域を示す 

文 

市境 
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市内には、名所や旧跡、公園やスポーツ施設及び文化財などの観光資源があり、そ

の多くは、増林、大相模及び越ヶ谷地区に分布しています。これらの観光資源へのバ

ス路線は概ね確保されていますが、観光資源を循環するバス路線はありません。 

■図 観光施設の立地状況（資料：越谷市観光振興計画 資料、こしがや案内図ほか） 
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２-２ 越谷市の公共交通の現状

２-２-１ 越谷市の公共交通の概要 

越谷市の公共交通は、令和３年３月現在、鉄道が２路線（東武鉄道伊勢崎線、JR

武蔵野線）、路線バスが 81 系統（高速バス・深夜バス含む）運行されており、乗用タ

クシー13 事業者（個人タクシー５事業者含む）が利用できる状況となっています。 

越谷市の令和 2 年度の公共交通の利用者数は 304,192 人となっており、越谷市地域

公共交通網形成計画を策定する前の平成 26 年度の利用者数と比較すると、約２％増

加しています。この増加は、鉄道利用者が約７％増加した影響が大きく、路線バスは

25％の減少、乗用タクシーは 41％の減少となっております。 

今後、本市の人口は減少に転じる見通しであり、公共交通の利用者数も減少するこ

とが見込まれます。 

※表中の利用者数において、鉄道の利用者数は、市内各駅の乗車
．．

人員の合計値を示す。

■図 鉄道、路線バス、乗用タクシーの利用者の増減率（H26 を 1.0 とした比率） 

■表 公共交通利用者数（人/日）の推移

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

鉄道 260,825 260,499 270,359 273,785 277,972 280,236 277,917 

路線バス 29,546 28,879 29,319 29,712 29,795 29,936 22,022 

タクシー 7,187 7,054 6,531 5,797 5,984 5,510 4,253 

合計 297,558 296,432 306,209 309,294 313,751 315,682 304,192 

対前年度 8,107 -1,126 9,777 3,085 4,457 1,931 -11,490 

資料：鉄道事業者・路線バス事業者からの提供資料、埼玉県乗用自動車協会及び埼玉県個人タクシー協会提供資料（タクシー）

1.07

0.75

0.59

1.00

1.02

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

鉄道

路線バス

乗用タクシー

合計

H26を1.0とした利用者数の増減
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【鉄道】 

本市は、東武鉄道伊勢崎線（路

線愛称名：東武スカイツリーライ

ン）が市の中央を南北に、JR 武蔵

野線が市の南部を東西に運行して

います。東武鉄道伊勢崎線は、せ

んげん台駅、大袋駅、北越谷駅、

越谷駅、新越谷駅、蒲生駅の６駅、

JR 武蔵野線は南越谷駅、越谷レイ

クタウン駅の２駅、合わせて８つ

の駅があります。 

また新越谷駅と南越谷駅は隣接

しており、相互に乗り継ぎが可能

な駅となっています。 

市内鉄道駅の１日平均乗車人員

は 277,917 人（鉄道事業者からの

提供資料）となっており、平成 26

年度から比較すると約７％の増加

となっています。 

鉄道駅別の利用者数の推移では、

せんげん台駅、北越谷駅以外で増

加傾向にあります。

東武鉄道伊勢崎線
(東武スカイツリーライン)

■図 市内の鉄道駅(越谷市公共交通ガイドマップ)

JR 武蔵野線

■図 市内鉄道駅の利用者数の推移

（資料：鉄道事業者からの提供資料）
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【路線バス】 

市内では、令和３年３月時点で

６事業者により、81 系統（高速バ

ス・深夜バス含む）のバス路線が

運行されており、市内路線バスの

運行ルートは右図のとおりとな

っています。また、次ページにバ

ス事業者別の運行路線の一覧を

示します。 

右図のとおり、平成 26 年度以

降に、新設された路線と、廃止ま

たは休止された路線があります。 

また、市内路線バスの１日平均

利用者数は 22,022 人（路線バス

事業者からの提供資料）となって

おり、平成 26 年度から約 25％減

少しています。 

凡例

市境

バス停_新規路線

バス停_廃止・休止路線

バス停_R2

路線バスルート_R2

路線バスルート_新規路線

路線バスルート_廃止・休止路線

市外

29,546 28,879 29,319 29,712 29,795 29,936

22,022

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

利用者数（人/日）

■図 路線バスの利用者数の推移 

（資料：路線バス事業者からの提供資料）
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朝日自動車（株） 茨城急行自動車（株）
新田駅東口 ～ 南町三丁目 ～ 新田駅東口（循環） 野田市駅 ～ 中野台 ～ 大沢四丁目 ～ 北越谷駅
新田駅東口 ～ 蒲生南小学校入口 野田市駅 ～ 下町 ～ 大沢四丁目 ～ 北越谷駅
新田駅東口 ～ 南町三丁目 北越谷駅 ～ 花田三丁目・赤岩入口 ～ まつぶし緑の丘公園
南越谷駅南口 ～ 蒲生東町・天神橋 ～ 越谷南体育館 北越谷駅 ～ 赤岩入口・松伏高校前 ～ エローラ
南越谷駅南口 ～ 蒲生東町 ～ 蒲生三丁目 北越谷駅 ～ 赤岩入口 ～ 松伏高校前
南越谷駅南口 ～ 蒲生東町・天神橋 ～ 草加東高校 北越谷駅 ～ 赤岩入口 ～ 大正大学入口
南越谷駅南口 ～ 蒲生東町・天神橋 ～ 越谷ハートフルクリニック 北越谷駅 ～ 赤岩入口 ～ 東埼玉テクノポリス南
南越谷駅南口 ～ 蒲生東町・天神橋 ～ ひのき荘 北越谷駅 ～ 赤岩入口 ～ 松伏給食センターほほえみ
新越谷駅西口 ～ 赤山町３丁目 ～ 七左七丁目 野田市駅 ～ 中野台 ～ 東大沢橋 ～ 北越谷駅
新越谷駅西口 ～ 七左七丁目 ～ 出羽地区センター 北越谷駅 ～ 東大沢橋、赤岩入口 ～ 吉川駅北口
南越谷駅北口 ～ 越谷市立病院 ～ 花田 北越谷駅 ～ さぎたか第二公園 ～ 老人福祉センター
南越谷駅北口 ～ 越谷市立病院 ～ 花田第四公園入口 せんげん台駅 ～ 赤沼十字路 ～ 大正大学入口
南越谷駅北口 ～ 越谷市立病院 ～ 越谷市立図書館前 せんげん台駅 ～ ふれあい広場前 ～ 老人福祉センター
南越谷駅北口 ～ 越谷市立病院 ～ 越谷駅東口 せんげん台駅 ～ 大泊・平方 ～ せんげん台駅（循環）
越谷駅東口 ～ 花田第四公園入口 ～ 花田 せんげん台駅 ～ 桜井小学校・まつぶし緑の丘公園 ～ 松伏町役場
越谷駅東口 ～ 花田第四公園入口 ～ 越谷市立図書館前 せんげん台駅 ～ 赤沼十字路 ～ まつぶし緑の丘公園
越谷駅東口 ～ 花田第四公園入口 ～ 越谷駅東口（循環） せんげん台駅 ～ 桜井小学校 ～ まつぶし緑の丘公園
越谷駅東口 ～ 花田第四公園入口 ～ 花田小学校前
越谷駅東口 ～ 市立病院 ～ いきいき館 （株）ジャパンタローズ
越谷駅東口 ～ 市立病院 ～ 総合公園 南越谷駅南口 ～ 松伏ニュータウンSC ～ 東埼玉テクノポリス
越谷駅東口 ～ 市立病院 南越谷駅南口 ～ 松伏高校前 ～ 東埼玉テクノポリス
越谷駅東口 ～ 市立病院 ～ 増林地区センター 南越谷駅南口 ～ 松伏町役場前 ～ 松伏ターミナル
越谷駅東口 ～ 市立病院 ～ レイクタウン駅 南越谷駅南口 ～ 増林公園（越谷市斎場）
市立病院 ～ レイクタウン駅 南越谷駅南口 ～ 松伏ニュータウンSC ～ タローズ本社前
越谷駅東口 ～ 市立病院 ～ 吉川駅北口 越谷レイクタウン駅北口 ～ 松伏ニュータウンSC ～ タローズ本社前
越谷駅東口 ～ 市立病院 ～ 吉川車庫 越谷駅西口 ～ きたずみ内科クリニック前 ～ けやき荘 ～ 県民健康福祉村
越谷駅東口 ～ 藤塚 ～ 吉川駅北口 越谷駅西口 ～ きたずみ内科クリニック前 ～ 越谷誠和病院前
大相模消防署前 ～ 吉川橋 ～ 吉川駅北口
越谷駅東口 ～ 藤塚 ～ 吉川車庫 東武バスセントラル（株）
南越谷駅北口 ～ 藤塚 ～ 吉川駅北口 獨協大学前駅東口 ～ 麦塚 ～ 柿木二区
越谷駅東口 ～ 藤塚 ～ 幸町入口 北越谷駅西口 ～ 埼玉スタジアム※
南越谷駅北口 ～ 藤塚 ～ 吉川車庫
越谷駅西口 ～ 末田 ～ 岩槻駅東口 （株）グローバル交通
（荻島小）学校前 ～ 岩槻駅東口 越谷流通団地循環線
越谷駅西口 ～ しらこばと水上公園
岩槻駅東口 ～ 末田 ～ しらこばと水上公園 国際興業（株）
北越谷駅 ～ 弥栄団地 ～ 北越谷駅（循環） 東川口駅 ～ 越谷駅西口 ～ 新越谷駅西口
北越谷駅 ～ 弥栄団地 ～ 弥栄一丁目
せんげん台駅西口 ～ しらこばと水上公園（７月中旬～８月末） 都市間バス
北越谷駅西口 ～ 埼玉スタジアム※ 東京駅・京成上野駅前 ～ 新越谷駅東口 ～ 春日部駅西口
せんげん台駅 ～ 埼玉県立大学 新越谷駅東口 ～ レイクタウン北 ～ 越谷レイクタウン駅入口
せんげん台駅 ～ 獨協埼玉中学・高等学校 ～ 吉川駅入口 ～ 三郷駅北口 ～ 南流山駅
せんげん台駅 ～ 第四公園 新越谷駅西口・草加駅東口・八潮駅北口 ～ 羽田空港
せんげん台駅 ～ みどり住宅 ～ ウイング・ハット春日部 新越谷駅西口・浦和美園駅
せんげん台駅 ～ みどり住宅 ～ 佐野新都市BT・西郷BS・矢吹泉崎BS・須賀川営業所・郡山駅
せんげん台駅 ～ 武里駅西口 新越谷駅西口・草加駅東口・八潮駅北口 ～ 成田空港
せんげん台駅 ～ 大道 ～ 大袋分署前
せんげん台駅 ～ 大袋分署前 ～ 大袋駅西口 ※1系統を2社で臨時運行

■表 路線バスの運行路線一覧（資料：路線バス事業者からの提供資料）
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【乗用タクシー】 

埼玉県乗用自動車協会の県南東部交

通圏に加入しているタクシー事業者８

社と個人タクシー事業者により、市内全

域で乗用タクシーを利用できる状況と

なっています。 

なお、市内のタクシーの１日平均利用

者数の合計は 4,253 人（埼玉県乗用自動

車協会及び埼玉県個人タクシー協会提

供資料）となっており、平成 26 年度か

ら約 41%減少しています。

法人タクシー事業者一覧 

会社名 所在地 

朝日自動車株式会社 越谷市大沢 3-4-35 

飛鳥交通株式会社 

（越谷営業所）越谷市大字南荻島 176-5 

（吉川営業所）吉川市中島 1-324-1 

（松伏営業所）北葛飾郡松伏町 224-1 

蒲生交通株式会社 越谷市蒲生茜町 3-6 

株式会社越谷タクシー 越谷市神明町 3-30-1 

大都交通株式会社 越谷市東越谷 10-104-6 

鳩交通有限会社 吉川市大字吉川 1559-1 

松伏交通有限会社 北葛飾郡松伏町大字大川戸 175 

株式会社岩槻タクシー （越谷営業所）越谷市南越谷 1-1-39 

個人タクシー事業者一覧 

組合名 事業者名 

埼玉県個人タクシー協同組合 

宇野タクシー 

松井タクシー 

櫻田タクシー 

彩の国個人タクシー協同組合 
高橋タクシー 

亀田タクシー 

7,187 7,054
6,531

5,797 5,984
5,510

4,253

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

利用者数（人/日）

■図 乗用タクシーの利用者数の推移 

（資料：埼玉県乗用自動車協会及び埼玉県個人タクシー協会提供資料）

■表 市内の乗用タクシー事業者一覧 
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２-２-２ 乗合交通利用圏域の状況 

鉄道、路線バスによる乗合交通利用圏域の面積・人口カバー率は、地域公共交通網

形成計画策定後、バス路線の新設により増加傾向にありましたが、近年のバス路線廃

止等に伴い、計画策定時よりやや減少しています。 

  H26 H27 H28 H29 H30 R1 

面積 カバー率 71.2％ 74.0％ 74.0％ 74.9％ 71.0％ 70.5％ 

対前年度 － +2.8％ 0％ +0.9％ -3.9％ -0.5％

人口 カバー率 88.9％ 89.4％ 89.4％ 89.9％ 88.2％ 87.8％ 

対前年度 － +0.5％ 0％ +0.5％ -1.7％ -0.4％

大杉公園通り線の 

新設に伴い増加 

大袋駅西口を発着とする 

バス路線の開通に伴い増加 
蒲生線の廃止 

に伴い減少 

凡例 

【バス路線】 

【乗合交通利用圏域】（鉄道

駅から 1km もしくはバス停

から 300m 以内の区域） 

【新設路線と利用圏域】 

【休止路線と利用圏域】 

鉄道駅 バス停 

■表 乗合交通利用圏域の推移 

■図 乗合交通利用圏域の状況 

H27：路線新設 

H30：路線休止 

H30：路線休止 

H30：路線廃止 

R1：路線廃止 

H29：路線新設

南南越越谷谷

浦和美園線の廃止、市立病院線、大杉公園通り線の休止に伴い減少 
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２-２-３ 公共交通を取り巻く全国的な状況 

【運転免許の返納件数の推移】 

全国的に運転免許の申請取消

（自主返納）が増加しています。

運転免許返納者の 95％以上が 65

歳以上です。 

【自動車運転職業の有効求人倍率の推移】 

自動車運転職業の有効求人倍率は、全職業の平均より高く、深刻な運転手不足とな

っています。 

27 万人

53 万人
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申請取消件数（万人）

65歳未満 65歳以上

1.45

0.85

3.10

0.58

0.00
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1.00
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2.00

2.50

3.00

3.50

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

全職業 鉄道運転 自動車運転 船舶・航空機運転

■図 運転免許の返納件数の推移（全国） 

（資料：警察庁運転免許統計（令和２年版）） 

■図 有効求人倍率(常用パートを含む) 

（資料：厚生労働省 一般職業紹介状況（令和元年度）） 
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２-３ 市民の移動実態

２-３-１ 年齢、目的別の移動量の変化 

市内のトリップ数は、高齢化に伴い 65 歳以上で増加しており、さらなる高齢化に

より増加する見込みです。15 歳から 64 歳の通勤・通学は、ほぼ横ばいとなっていま

すが、私事は減少しています。 

※トリップ数：人がある地点からある地点へと移動する際の、一方向の移動を表す概

念であり、同時にその移動を定量的に表現する際の単位。 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

通勤・通学 私事 通勤・通学 私事 通勤・通学 私事

5～14歳 15～64歳 65歳以上

H20 H30

0.97

0.59

万トリップ/日

1.02
0.70

1.46

1.14

■図 年齢階層別、目的別の市内発トリップ数の推移 

（資料：第５、６回東京都市圏パーソントリップ調査（平成 20 年、30 年）） 
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２-３-２ 目的別の移動先、移動元 

【通勤・通学】 

通勤・通学では市内移動が最も多く、次に都内が多くなっています。 

他市区町村から越谷市への流動は、近隣市町や都内から、大きな偏りがなく越谷市

へ通っています。

■図 通勤、通学目的移動の流動状況 

（資料：第６回東京都市圏パーソントリップ調査（平成 30 年）） 
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【私事】 

私事では 80％以上が市内移動となっており、その他に都内や春日部市が多くなって

います。 

他市区町村から越谷市への流動は、近隣市町や都内から、大きな偏りがなく越谷市

を訪れています。 

■図 私事目的移動の流動状況 

（資料：第６回東京都市圏パーソントリップ調査（平成 30 年）） 
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２-３-３ 移動先、移動目的別の移動手段 

【移動先：市内】 

市内移動の移動手段は、徒歩や自転車が多くなっていますが、自動車の利用も多く

見られます。 

【移動先：市内から市外（都内・県内近隣市町・千葉県）】 

市外への移動では、通勤や通学は鉄道が最も多くなっていますが、私事においては、

鉄道と自動車が同程度となっています。 

88,867

26,284
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通勤・通学

私事

74%

48%

バス, 0.1%
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二輪車, 0％
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バス, 0.5%
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24%
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二輪車, 0.5%
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（76,596トリップ/日）

私事

（124,938トリップ/日）

鉄道 バス 自動車 二輪車 徒歩、自転車、その他

■図 市内移動の目的、移動手段 

（資料：第６回東京都市圏パーソントリップ調査（平成 30 年）） 

■図 市内→市外移動の目的、移動手段 

（資料：第６回東京都市圏パーソントリップ調査（平成 30 年）） 
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【移動先：市外（都内・県内近隣市町・千葉県）から市内】 

市外から市内への移動では、通勤・通学においては鉄道利用が比較的多く見られま

すが、私事においては自動車の利用が多くなっています。 

２-３-４ 鉄道駅へのアクセス交通手段 

せんげん台駅、北越谷駅、越谷駅、新越谷・南越谷駅では路線バスの利用が発生し

ており、特に北越谷駅は路線バスの利用率が 20％と高くなっています。 

一方、自動車でのアクセスは、せんげん台駅や越谷レイクタウン駅が多くなってい

ます。 

また、どの駅も徒歩でのアクセスが最も多くなっています。 
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15%

15%

16%

10%

9%

61%

67%

58%

73%

65%

85%

75%

5%

5%

3%

4%

3%

5%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

せんげん台

大袋

北越谷

越谷

新越谷・南越谷

蒲生

越谷レイクタウン

路線バス 自動車 自転車 徒歩 その他

(28,720)

(9,428) 

(26,482)

(25,406)

新越谷(75,005) 

南越谷(75,390) 

(8,811) 

(28,675)

各駅の 1日平均 

乗車人員(参考) 

■図 市外→市内移動の目的、移動手段 

（資料：第６回東京都市圏パーソントリップ調査（平成 30 年）） 

■図 鉄道駅ごとのアクセス交通手段の分担率 

（資料：第６回東京都市圏パーソントリップ調査（平成 30 年）） 
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２-４ 多様な輸送資源に係るアンケート調査

２-４-１ 調査概要 

調査目的 地域公共交通活性化再生法の改正により、地域の多様な輸送資源について

も、持続可能な旅客運送サービスの提供の確保に向けた、地域における輸送

資源の総動員の考えに基づき、地域公共交通計画の対象となる。 

そのため、事業者における車両の保有状況、輸送状況、今後の地域公共交

通への協力意向の確認を行う目的で調査を実施した。 

調査対象 市内の約 150 事業者（乳幼児施設、介護、デイサービス施設、飲食、娯楽

施設等）を対象とした。 

実施状況 148 事業者中 67事業者より回答あり（回収率 45.2％） 

調査項目 【本調査】 

設問番号 設問内容

問１ 企業概要

問１－１ 運営主体の業務内容

問１－２ 対象施設の役割

問１－３ 運営全体及び対象施設の従業員の人数

問１－４ 対象施設における車両の保有有無

問２ 道路運送法の許可又は登録の取得有無

問３ 保有車両の概要、及び登録の状況

問３－１ 保有車両に係る道路運送法に基づく許可又は登録の状況

問３－２ 保有車両の台数

問３－３ 保有車両の概要

問３－４ 保有車両の運行目的

問３－５ 保有車両の運行期間、運行時間及び運行範囲

問４ 保有車両の概要、及び登録の取得の予定

問４－１ 今後の道路運送法に基づく許可又は登録の取得の予定

問４－２ 保有車両の台数

問４－３ 保有車両の概要

問４－４ 保有車両の運行目的

問４－５ 保有車両の運行期間、運行時間及び運行範囲

問５ 地域公共交通全体に係る事項

問５－１ 地域公共交通（主として路線バス）を取り巻く現状について

問５－２ 本市の地域公共交通（主としてバス路線）の現状について

問５－３ 地域公共交通（鉄道・乗合バス）の利用が不便な地域について

問６ 地域の多様な輸送資源に対する考え方１

問６－１
地域の多様な輸送資源を、地域公共交通を補完する交通手段の対象として対応するこ
ととなった契機

問６－２
地域の多様な輸送資源を、地域公共交通を補完する交通手段として対応するために重
要な事

問６－３
地域の多様な輸送資源を、地域公共交通を補完する交通手段として継続しつづけるため
に、地域や行政等に求めること

問７ 地域の多様な輸送資源に対する考え方２

問７－１
地域の多様な輸送資源を、地域公共交通を補完する交通手段の対象として対応するこ
とを可能とするための条件

問７－２
地域の多様な輸送資源を、地域公共交通を補完する交通手段として継続しつづけるため
に、地域や行政等に求めること

問８ 地域の多様な輸送資源に対する考え方3

問８－１
地域の多様な輸送資源を、地域公共交通を補完する交通手段の対象として対応するこ
とが不可能な理由

【車両ごとの運行状況】 

・対象車両の概要（メーカー、車種、定員） 

・輸送人数、運行期間、時間、運行地区 
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２-４-２ 回答施設の種類 

福祉施設（デイサービス、老人ホーム等）や乳幼児施設（保育園、幼稚園）からの

回答が多く得られています。 

18

14

14

6

5

5

2

2

1

1

高齢者福祉サービス

保育園

幼稚園

医療機関

こども園

障がい福祉サービス

カルチャースクール

飲食店

学校

商業施設

２-４-３ 車両及び道路運送法の許可又は登録の保有状況 

回答施設のうち、車両を保有している施設は 50 件（75％）となっており、そのう

ち 28 件が道路運送法の許可又は登録を取得しています。

車両を保有している（許可

又は登録を取得している）, 

28件, 42%

車両を保有している（許

可又は登録は取得して

いない）, 22件, 33%

車両を保有して

いない, 17件, 25%

■図 アンケート回答施設の種類（複数回答） 

■図 アンケート回答施設の車両、許可又は登録の保有状況
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【道路運送法の許可又は登録を有する事業者】 

許可又は登録は、自家用自動車運送が主となっています。運行目的は対象施設利用

者の送迎が主で、保有車両はマイクロバスが主となっています。 

■表 道路運送法の許可又は登録の内容（複数回答）  ■表 運行目的 

回答件数

一般旅客自動車運送事業
（第3条第1項）

1

特定旅客自動車運送事業

の許可（第3条第2項）
2

自家用自動車運送の許可

（第78条）
17

自家用自動車運送の登録

（第79条）
7

無回答 4

回答件数

対象施設利用者の送迎 24

福祉有償運送 4

対象施設従事者の送迎 0

地域への貢献
（利用対象：特定の地域住民）

0

地域への貢献
（利用対象：不特定の地域住民）

0

■表 保有車両数       ■表 保有車両の車種構成（複数回答） 

回答件数
１台 5
２台 5
３台 7
４台 4
５台 3
６台以上 3
無回答 1

回答件数
マイクロバス
（定員25～51人）

37

ワゴン車両
（定員5～10人）

13

普通車
（定員4～8人）

9

【道路運送法の許可又は登録を持たない事業者】 

今後の許可又は登録の取得を予定する事業者は、現在のところありません。 

■表 運行目的        ■表 今後の取得の予定 

回答件数

対象施設利用者の送迎 19

対象施設従事者の送迎 2

地域への貢献
（利用対象：特定の地域住民）

0

地域への貢献
（利用対象：不特定の地域住民）

0

福祉有償運送 0

無回答 1

回答件数

許可又は登録の
取得予定あり

0

許可又は登録の
取得予定なし

19

無回答 3

■表 保有車両数       ■表 保有車両の車種構成（複数回答） 

回答件数
１台 1
２台 2
３台 0
４台 2
５台 4
６台以上 10
無回答 3

回答件数
マイクロバス
（定員25～51人）

2

ワゴン車両
（定員5～10人）

35

普通車
（定員4～8人）

17
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２-４-４ 地域公共交通の現状に対する理解 

地域公共交通の現状については、路線バスの利用者数の減少、高齢者の免許返納の

増加、路線バスの運転手の不足のそれぞれについて、半数近くもしくはそれ以上の事

業者が認識しています。 

地域の活性化に向けては、地域公共交通のさらなる充実が必要と考える事業者が多

くなっています。 

66%

57%

45%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

路線バスの利用者の減少

高齢者の免許返納の増加

路線バスの運転手の不足

無回答

地域の活性化には、さらなる

地域公共交通の充実が必要である, 

51件, 76%

地域の活性化がされているので、

現状の地域公共交通で十分である。,

6件, 9%

地域公共交通網が縮小しても、

現状の地域の活性化は維持できる。, 

5件, 7%

無回答, 5件, 7%

■図 アンケート回答施設の地域公共交通の現状に関する認識（複数回答）

■図 アンケート回答施設の地域の活性化に向けて必要と考えること 
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２-４-５ 地域公共交通を補完する交通手段の対象とすることに関する意向 

施設が保有する車両について、地域公共交通を補完する交通手段の対象とすること

に関する意向では、車両を保有する施設のうち、対応可能と考える施設が 14 件、困

難と考える施設が 11 件、不可能と考える施設が 21 件となっています。 

対応は可能又は困難と考える施設において対応する際の条件は、21 件（約 8 割）の

施設が行政のバックアップ（補助金等）が必要であると回答しており、他に手続等で

の行政のバックアップや地域の理解の回答も見られます。 

対応は不可能と考える施設において、その理由の多くは、保有車両を本来の目的以

外で使用することについて、時間的、人員的に困難な点が挙げられており、事業上厳

しい点がうかがえます。 

21

12

9

7

3

0 5 10 15 20 25

行政のバックアップ（補助金等）

行政のバックアップ（手続き等）

地域の理解

地域の協力

その他

12

11

5

3

1

4

0 5 10 15

本来の目的以外の使用が「時間的」に困難

本来の目的以外の使用が「人員的」に困難

本来の目的以外の使用が「金銭的」に困難

保有車両の利用が不定期なため

地域との係りを継続することが困難に感じるため

その他

対応は可能, 

14件, 28%

対応は困難, 

11件, 22%

対応は不可能, 

21件, 42%

無回答, 

4件, 8%

■図 地域公共交通の補完としての対応に関する意向 

■図 対応する際の条件（複数回答） 

■図 対応が不可能である理由（複数回答） 
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２-５ 従前計画の評価と達成状況

２-５-１ 計画目標の達成状況 

目標 1（地域に適した公共交通網の形成）に対する評価指標  

○計画策定後の満足度の推移 

H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 

合計 75.0% 43.5% 65.8% 65.8% 65.2% 66.0% 67.5% 

 鉄道 － 70.5% 82.5% 81.6% 82.2% 86.5% 85.2% 

 路線バス － 33.8% 56.3% 56.4% 55.7% 52.0% 55.3% 

 タクシー － 26.2% 58.7% 59.4% 57.8% 59.6% 62.1% 

市政世論調査より

○評価 

平成 26 年度・27 年度の調査は、それぞれ回答項目と標本数、選択肢の数が現在

の回答項目と異なるため、令和 2年度の結果と単純に比較できません。 

回答項目が同じ平成28年度と令和2年度の結果を比較すると1.7％の増加となり、

目標１については、目指す公共交通網の形成は達成されず、現状が概ね維持された

ものと考えられます。目標を達成するには、鉄道以外の満足度の向上が効果的であ

ると考えられます。 

目標２（鉄道や路線バスが利用しづらい地域などのサービス改善）に対する評価指標

○計画策定後の面積カバー率の推移 

H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 

面積カバー率 71.2％ 74.0％ 74.0％ 74.9％ 71.0％ 70.5％ 70.5％ 

※路線新設  ※路線新設 ※路線廃止 ※路線廃止 

○評価 

計画策定後、バス路線の新設、廃止や休止がされており、結果として微減となっ

ています。 

また、新たな公共交通は導入検討中であり、乗合交通利用圏域が拡大されていな

いことから、目標２については改善途上であるといえます。 

②乗合交通利用圏域の面積カバー率 

策定時 71.2％ 結果 減少 (▲0.7%) 
減少 

①公共交通に対する満足度の向上 

策定時 75％ 結果 67.5% (▲7.5%) 

減少 

目標 85％

目標 増加
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目標３（公共交通を持続可能なものとするための仕組みづくり）に対する評価指標 

○計画策定後の公共交通の利用者数の推移 

H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 

合計 297,558 296,432 306,209 309,294 313,751 315,682 304,192

対前年度 8,107 -1,126 9,777 3,085 4,457 1,931 -11,490

鉄道事業者・路線バス事業者からの提供資料、埼玉県乗用自動車協会及び埼玉県個人

タクシー協会提供資料より

人/日

○評価 

平成 26 年度と令和 2 年度の利用者数を比較すると、公共交通の利用者数は計画

策定時から約 2％増加しています。これは鉄道利用者数が増加した影響が大きく、

路線バスは 25％の減少、乗用タクシーは 41％減少しています。 

令和２年度の利用者数は、新型コロナウイルス感染拡大による外出抑制等の影響

により、前年より利用者数が減少しています。 

目標 3 においては、実施事業である「市民との連携による新たな公共交通の仕組

みの形成（ガイドライン）」は、形成できていない状況であり、実現に向け継続す

る必要があります。 

1.07

0.75

0.59

1.00

1.02

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

鉄道

路線バス

乗用タクシー

合計

H26を1.0とした利用者数の増減

③公共交通の利用者数 

策定時 297,558人 結果 304,192 人 (+2%) 
増加 

目標 増加

■図 鉄道、路線バス、乗用タクシーの利用者の増減率（H26 を 1.0 とした比率） 

資料：鉄道事業者・路線バス事業者からの提供資料、埼玉県乗用自動車協会及び 

埼玉県個人タクシー協会提供資料 
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２－５－２ 取組みの実施状況 

事業メニュー 事業項目 これまでの取組み内容 評価 

事業１ 公共交通網の形成事業 

バス路線の 

維持・充実 

事業 1-1 

バス路線の維持・充実 

・系統数の推移（H27 年：82 系統、H28 年：84 系統、

H29 年：84、H30 年：83、R1 年：82、R2 年：81） 

・市民の要望の共有を協議会で実施 

○ 

事業 1-2 

ノンステップバスの 

導入促進 

・計画策定以降 14 台導入（H28 年：6 台、H29 年：3

台、H30 年：3 台、R1 年：2台） 

・ノンステップ化率（H27 年：79.2%、R2 年：90.1%） 

○ 

事業 1-3 

バス停利用環境の改善 

・計画策定以降 14 箇所について整備 

→バス停付近の歩車道境界ブロックの撤去 

→歩道環境が整備された箇所のバス停移設 

・バス待ちスポット・まち愛スポットの登録数：26

箇所 

△ 

事業 1-4 

サイクルアンドバスライド 

拠点の整備 

・令和 2 年度時点で 9 箇所整備 

（既存の施設駐輪場と連携した案内を実施） 
△ 

駅や交通結節 

機能の強化 

事業 1-5 

交通結節機能＊の強化 

（ダイヤ接続や案内等） 

・具体的な取組み成果がなかった × 

事業 1-6 

駅のバリアフリー化 

（内方線付き点状ブロックの

設置等） 

・内方線付き点状ブロック整備駅数：7 駅 

・ホームドア設置駅数：２駅(北越谷駅、新越谷駅) 

・駅ホーム声かけサポート講習会の開催 

○ 

事業２ 鉄道や路線バスを利用しづらい地域のサービス改善事業 

バス路線の 

新設 
事業 2-1 バス路線の新設 

・土地区画整理事業＊と連携した路線（2 路線）、バ

ス事業者による市内路線の路線（6 路線） 
○ 

新たな地域 

公共交通 

の検討 

事業 2-2 関係者との協働に

よる新たな公共交通の導入に

向けた取組み（モデル地区） 

・公共交通地区懇談会等を実施し、令和元年度に新

方地区内公共交通導入検討協議会を立ち上げた。協

議会において新しい公共交通の導入に向けた協議

を進め、実証運行の計画を検討中である。 

・５年間における実績が乏しい中、今後は、加速度

をもって事業を促進していく必要がある。 

△ 

事業 2-3 

関係者との協働による新たな

公共交通の導入に向けた取組

み（展開地区） 

× 

事業３ 公共交通を持続可能なものとするための仕組みづくり事業 

仕組み 

づくり 

事業 3-1 市民との連携によ

る新たな公共交通の仕組みの

形成（ガイドラインの作成） 

・事業 2-2 による取組みを進める中で、ガイドライ

ンを作成する。 
× 

利用促進 

活動 

事業 3-2 

案内マップ、利用促進ツール

などの作成 

・公共交通マップの作成、配布（平成 28 年度以降、

毎年度約 1 万部発行） 

・AvenzaMaps アプリ上に公共交通ガイドマップを掲

載し、ガイドマップ上での現在地案内を可能とした

（令和元年度） 

○ 

事業 3-3 

モビリティ・マネジメント 

・市職員の出張講座（公共交通関連講座）を実施（H28

年、H29 年） 
△ 
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第３章 越谷市の公共交通の課題

第２章で示した越谷市の地域及び公共交通の現状を踏まえ、本市の公共交通の課題

を以下のとおりまとめます。 

・本市の人口推計では、令和４年の 34.6 万人をピークに、減少に転じる見通しです。 

・高齢化率は年々上昇し、令和２年度から令和 32年度までの 30年間において 9.6％上昇し、

34.7％となる見通しです。 

・本市の人口は、鉄道駅を中心とした市街化区域に集中していますが、高齢化率は、市街

化調整区域において高くなっています。 

・全国的に、高齢者の運転免許返納件数が増加しています。

課題１ 少子高齢化に伴い、公共交通網の維持・充実が必要 

・地域全体の需要を鑑み、バス事業者によるバス路線の新設はされているものの、既存バ

ス路線の休止や廃止も行われており、本市全域での乗合交通利用圏域は減少しています。 

・多様な輸送資源に係るアンケート調査によると、車両を保有する事業者の約 30％は、条

件によっては公共交通を補完する交通手段として対応することが可能であると回答して

います。 

・本市の面積の約 30％が乗合交通圏域外であり、そのほとんどが市街化調整区域となって

います。 

・乗合交通利用圏域外の高齢化率が高くなっています。 

・全国的に自動車運転手が減少しており、公共交通による移動手段の確保に影響を及ぼし

ています。 

課題２ 公共交通による乗合交通利用圏域の減少への対応に、地域全体で取り組む

ことが必要 

課題３ 鉄道駅周辺が主たる交通結節機能＊をもつため、鉄道駅周辺の公共交通環

境を改善することが必要 

・本市の公共交通網は、鉄道駅を中心としたバス路線網が構築されています。 

・本市の公共施設や商業施設などの多くは、鉄道駅周辺に集中して立地しています。 

・本市民の移動実態として、都内をはじめ、市外へ移動する者の多くが鉄道を利用してい

ます。 

・市外から本市へ移動する人の多くが、鉄道を利用しています。 

課題４ 新技術をどのように利用するか検討することが必要 

・現在、ICT＊や AI の発展に伴い MaaS＊の導入や新技術の利用が広まっています。これらの

技術は、乗合交通利用圏域の拡大や、観光振興の一翼を担うものとして期待されていま

す。 

・令和元年度に、越谷市を含む周辺７市町で設立された「新たなモビリティサービスによ

る「まち」づくり協議会」では、これらの市町が相互に協力・連携し、新しいモビリテ

ィ・技術の活用により、あらゆる人がシームレスで、安全で自由に移動できる社会の実

現を目指すこととしています。 
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第４章 将来像と基本方針

４-１ 越谷市の公共交通の将来像

上位計画である第5次越谷市総合振興計画で示す施策の方向性や、第3章で示した越谷
市の公共交通の課題を踏まえ、越谷市の公共交通の将来像を以下のとおり設定します。 

地域全体でつくり育てる、 

利便性が高く持続可能な交通ネットワークのある都市 

今後の人口減少及び超高齢社会を見据え、地域の協働や多様な輸送資源により、

既存及び新たな交通ネットワークの維持・確保を図ります。また、公共交通の利用しや

すさの向上や利用促進を図り、公共交通利用者数を確保することにより、利便性が高

く持続可能な交通ネットワークの形成を図ります。 

（参考） 

＜従前の越谷市地域公共交通網形成計画における基本方針＞ 

「利便性が高く持続可能な公共交通網の形成」 

＜第５次越谷市総合振興計画 前期基本計画（令和３年度～令和７年度）＞ 

Ⅲ．前期基本計画 

第４章 分野別計画 

大綱３ 都市と自然が調和した集約と連携によるまちづくり 

3-2 地域を支える道路・公共交通をつくる 

■施策の方向性 

323 公共交通の維持・充実を図る 

□公共交通網の維持・充実や交通結節点の機能強化、 

公共交通の利用促進により、利便性が高く持続可能な 

公共交通網の形成に向け取り組みます。 

□市民、交通事業者、市の３者が連携し、「みんなで 

公共交通に乗って、守り、育てる」意識の醸成を図ります。 
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４-２ 基本方針

越谷市の公共交通の将来像の実現に向け、取組みを推進する際の基本的な方針を以

下のとおり定めます。第３章で示した公共交通の課題との関連性もあわせて示します。 

基本方針１ 地域の実情に応じた持続可能な交通ネットワークの形成 

基本方針２ 誰もが利用しやすい公共交通環境の整備 

基本方針３ 「みんなで公共交通に乗って、守り、育てる」意識の醸成 

少
子
高
齢
化
に
伴
い
、
公

共
交
通
網
の
維
持
・
充
実

が
必
要

課題１

公
共
交
通
に
よ
る
乗
合
交
通
利
用

圏
域
の
減
少
へ
の
対
応
に
、
地
域
全

体
で
取
り
組
む
こ
と
が
必
要

鉄
道
駅
周
辺
が
主
た
る
交
通
結
節
機
能

を
も
つ
た
め
、
鉄
道
駅
周
辺
の
公
共
交

通
環
境
を
改
善
す
る
こ
と
が
必
要

新
技
術
を
ど
の
よ
う
に
利

用
す
る
か
検
討
す
る
こ
と

が
必
要

課題２

課題３

課題４

少子高齢化が進み、高齢者の運転免許返納件数が増加する中、公共交

通網の維持・充実を図ることはますます重要になってきています。また、

本市の面積の約 30％が、乗合交通利用圏域外となっており、そのほとん

どは市街化調整区域となっています。 

このような状況の下、地域住民の誰もが気軽に乗合交通を利用し移動

できるよう、バス路線の維持・充実を図ることを軸としながら、地域住

民、公共交通事業者及び市が連携し、地域の実情に応じた持続可能な交

通ネットワークの形成を図ることで、乗合交通利用圏域の拡大を目指し

ます。 

公共交通は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

に基づき、子どもから高齢者まで様々な人が利用しやすいよう配慮する

ことが求められているだけでなく、近年の ICT＊や AI の発展に伴い、MaaS
＊などの新技術の導入が促進し、シームレスな公共交通サービスが求めら

れています。また、本市の公共交通網が鉄道駅を中心に形成されている

ことから、公共交通サービスの向上には、鉄道駅周辺の交通結節機能＊を

強化させることが、重要となります。 

このようなことから、車両、鉄道駅並びに鉄道、バス、タクシー等を

乗り継ぐ交通結節点の機能強化を図ることで、地域住民はもとより、誰

もが利用しやすい公共交通環境を整備し、公共交通サービスの向上を目

指します。 

近年、バスやタクシーの運転手が減少している中、少子高齢化もあり、

公共交通を維持する環境は、厳しさを増しています。このため、持続可

能な交通ネットワークを形成するためには、今まで以上に、地域住民、

公共交通事業者及び市が各々適切な役割を担い、三者が連携する必要が

あります。地域住民は、公共交通を維持するため公共交通に乗ることに

より、公共交通を守り、育てることが必要となります。 

このようなことから、公共交通サービスに係る情報を発信することや、

公共交通利用初心者などへ公共交通の利用方法を普及することで、「みん

なで公共交通に乗って、守り、育てる」意識の醸成を図り、公共交通の

利用促進を目指します。 
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４-３ 目指すべき交通ネットワークのイメージ

基本方針１（地域の実情に応じた持続可能な交通ネットワークの形成）に基づき、

越谷市の交通ネットワークの形成方針を以下のとおりとします。 

【各公共交通機関の役割】 

【乗合交通の充実】 

鉄道     他都市との広域移動と市内の移動を担う移動

軸として、また、大量の移動需要に対応する

役割を果たします。 

路線バス   地域間または地域内の移動を担う移動軸とし

て、また、鉄道とタクシーの中間の移動需要

に対応する役割を果たします。 

乗用タクシー 福祉や観光を含めた多様な利用者ニーズにき

め細かく対応できる交通機関として、また、

少量の移動需要に対応し、ドアツードア＊の

特性を活かした面的な移動や、幅広い時間帯

に対応する役割を果たします。 

新規交通検討地域 

既存の乗合交通との連携イメージ 

●新規交通検討地域＊では、既存の乗合交通と連携できるよう、市民、事

業者及び市の協働による、持続可能な公共交通の構築を検討します。

●各公共交通機関の役割を明確にし、既存の公共交通網を活用します。
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武武里里

せせんんげげんん台台

大大袋袋

北北越越谷谷

越越谷谷

南南越越谷谷

新新越越谷谷

越越谷谷レレイイククタタウウンン

吉吉川川

蒲蒲生生

新新田田

東東川川口口

■図 本市の目指すべき交通ネットワークのイメージ

凡     例 

【バス路線】 

【乗合交通利用圏域】（鉄道

駅から 1km もしくはバス停

から 300m 以内の区域） 

鉄道駅 バス停 

鉄道

路線バス

乗用タクシー

新規交通検討地域

既存の乗合交通との 

連携イメージ
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第５章 取組み内容

５-１ 取組み内容の設定

本市の公共交通の将来像の実現に向け、基本方針に対応する取組み（実施事業）を、

以下のとおり設定します。 

事業１－１ バス路線の維持・充実（継続）

事業１－２ 関係者の協働による新たな公共交通の導入に向けた取組み（継続）

事業１－３ 地域の多様な輸送資源を活用する取組みの検討（新規）

事業２－１ 公共交通利用環境の改善（継続）

事業２－２ サイクル＆バスライド＊の推進（継続）

事業２－３ ノンステップバス＊の導入促進（継続）

事業２－４ 鉄道駅のバリアフリー化（継続） 

事業２－５ 鉄道駅における乗り継ぎ円滑化（継続）

事業２－６ 新たなモビリティサービスの検討（新規）

事業２－７ バスロケーションシステムの導入促進（新規）

事業２－８ 交通系 IC カード＊の導入促進（新規）

事業３－１ モビリティ・マネジメント＊（継続）

事業３－２ 公共交通に関する情報案内の充実（継続） 

事業３－３ バス・タクシー運転者の確保・育成（新規）

事業３－４ シルバーサポーター制度の導入促進（新規） 

基本方針３ 

「みんなで公共交通

に乗って、守り、育

てる」意識の醸成 

基本方針２ 

誰もが利用しやすい

公共交通環境の整備 

基本方針１ 

地域の実情に応じた

持続可能な交通ネッ

トワークの形成 

※継続・新規：従前の越谷市地域公共交通網形成計画における実施事業から継続しているかを示す



第５章 取組み内容 

39 

５-２ 具体的な取組み内容

実施事業１－１ バス路線の維持・充実（継続）

基本方針 方針１ ： 地域の実情に応じた持続可能な交通ネットワークの形成 

事業概要 既存のバス路線は、通勤・通学、

私事など日常生活に欠かせない移

動手段であり、市内各地と本市の交

通結節点である鉄道駅との移動に

多く利用されています。 

本市のバス路線のサービス水準

を維持、充実するため、公共交通サ

ービスを支える担い手のひとつで

ある市民が積極的に路線バスを利

用するとともに、バス事業者と市が

連携し、利用者のニーズに応じたバ

ス路線の維持、新設や見直しに努め

ます。 

実施にあたっては、まちづくりと

連携した路線の新設や、市内外の路

線の連携及び道路環境についても

配慮しながら進めます。 

実施主体 市・事業者・市民 

実績管理指標 路線バス利用者数 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

バス路線の見直し       

市民要望の情報共有       

※スケジュールは事業の進め方のイメージを示したものであり、詳細

は実施主体において検討・調整します。 

■図 越谷市内の鉄道・バス路線網 

（資料：越谷市公共交通ガイドマップ） 

調査・検討・実施 

実施 
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実施事業１－２ 関係者の協働による新たな公共交通の 

導入に向けた取組み（継続）

基本方針 方針１ ： 地域の実情に応じた持続可能な交通ネットワークの形成 

事業概要 乗合交通が利用しづらい地域

（新規交通検討地域）において、

市、地域住民、公共交通事業者

の協働により、新たな公共交通

の導入に向けた検討体制の構

築、地域に適した運行形態の検

討、事業者の既存の車両を活用

した運行手段の検討などを行

い、持続可能な新たな公共交通

の導入に取り組みます。 

また、市内で先行して取り組

むモデル地区の検討状況を踏ま

え、新たな公共交通の導入にお

ける、体制の構築及び持続可能

な仕組みの形成に向けたガイド

ラインを作成し、他の新規交通

検討地域においても地域の意向

を踏まえ、活用、展開します。 

実施主体 市・事業者・市民 

実績管理指標 乗合交通利用圏域のカバー率 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

モデル地区における

導入 

導入ガイドラインの

作成 

他地区への展開       

武武

せせんん

大大

北北

越越

南南
新新

越越谷谷レレ
吉吉

蒲蒲

新新

東東

調査・検討

実施 

実施 

実施 

■図 新規交通検討地域 

（黒破線の囲み） 
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実施事業１－３ 地域の多様な輸送資源を活用する取組み 

の検討（新規）

基本方針 方針１ ： 地域の実情に応じた持続可能な交通ネットワークの形成 

事業概要 既存のバス路線では行き

届かない移動ニーズを満た

すため、また、新たな公共交

通の導入が難しい新規交通

検討地域において地域旅客

運送サービスを確保するた

め、地域公共交通活性化再生

法の輸送資源を総動員する

考え方に基づき、市内の多様

な輸送資源（自家用有償旅客

運送、福祉輸送、企業の送

迎バス等）を活用する取組

みを検討します。 

実施主体 市・事業者（交通事業者以外の事業者含む） 

実績管理指標 乗合交通利用圏域のカバー率 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

輸送資源の調査、活

用方策の検討 

■図 輸送資源の総動員による移動手段 

の確保イメージ（国土交通省資料） 
URL https://www.mlit.go.jp/common/001374657.pdf 

調査・検討
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実施事業２－１ 公共交通利用環境の改善（継続）

基本方針 方針２ ： 誰もが利用しやすい公共交通環境の整備 

事業概要 公共交通利用者がバスやタクシーを安全、快適に利用できるよう、

乗降客数の多いバス停やタクシー乗り場において、上屋やベンチの設

置及び待合環境の整備に努めます。 

また、出歩きやすいまちづくりの一環として、バス停の近くでバス

を気軽に待つことができるよう、公共施設や店舗等に「バスまちスポ

ット＊」や「まち愛スポット＊」の登録拡大を推進、周知し、バス停を

利用する環境の改善を図ります。 

実施主体 市・事業者 

実績管理指標 バス、タクシー待合環境の改善箇所数 

バス待ちスポット・まち愛スポットの登録数 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

公共交通利用環境の 

整備 

バスまちスポット等の 

登録拡大 

■図 上屋の設置状況（せんげん台駅） ■図 「バスまちスポット」の案内表

実施 

実施 
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実施事業２－２ サイクル＆バスライド*の推進（継続）

基本方針 方針２ ： 誰もが利用しやすい公共交通環境の整備 

事業概要 本市は起伏の少ない平坦な地形であり、自転車利用に適しています。

自転車によるバス停への移動が効果的と考えられる新規交通検討地域

に接するバス停を中心に、サイクル＆バスライド駐輪場の必要性や可

能性を検討し、必要に応じてバス停付近に駐輪場を設置、周知するこ

とにより、自転車と路線バスを連携して利用できる環境の整備を図り

ます。 

実施主体 市・事業者・市民 

実績管理指標 サイクル＆バスライド＊駐輪場の設置箇所数 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

駐輪場の検討・設置       

■図 サイクル＆バスライド駐輪場の 

設置事例（荻島地区センター） 
■図 サイクル&バスライド駐輪場 

の表示 

実施 
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実施事業２－３ ノンステップバスの導入促進（継続）

基本方針 方針２ ： 誰もが利用しやすい公共交通環境の整備 

事業概要 高齢者、障がい者、妊婦をはじめ、誰もが快適に路線バスを利用で

きるよう事業者と市が連携し、ノンステップバスの導入を促進します。

ノンステップバスを導入することで乗り降りの抵抗が低減され、車

いす利用者などが、路線バスを利用して移動しやすくなります。 

実施主体 市・事業者 

実績管理指標 ノンステップバスの導入率 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

ノンステップバスの

導入 

■図 ノンステップバス車両のイメージ 

資料：「地域のニーズに応じたバス・タクシーに係るバリアフリー車両の開発」報告書 

（平成 23 年 7 月 国土交通省自動車局） 

URL http://www.mlit.gp.jp/jidosha/jidosha_fr1_000003.html

実施 



第５章 取組み内容 

45 

実施事業２－４ 鉄道駅のバリアフリー化（継続） 

基本方針 方針２ ： 誰もが利用しやすい公共交通環境の整備 

事業概要 鉄道駅利用者の安全性の向上を

図るため、ホームドアの設置など、

安全で統一した案内誘導装置によ

り、鉄道駅のバリアフリー化を進め

ます。 

また、目の不自由な方がホーム外

へ転落する事故を防止する取組み

として、県と協力し、目の不自由な

方に対する、駅ホームでの声かけサ

ポート講習会を実施します。 

実施主体 市・事業者・市民 

実績管理指標 ホームドアの設置駅数・番線数 

駅ホーム声かけサポート講習会の開催回数 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

ホームドアの設置       

駅ホーム声かけサポ

ート講習会の開催 

実施 

実施 

■図 北越谷駅のホームドア設置状況

資料：東武鉄道ホームページ
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実施事業２－５ 鉄道駅における乗り継ぎ円滑化（継続）

基本方針 方針２ ： 誰もが利用しやすい公共交通環境の整備 

事業概要 本市の公共交通網は、鉄道駅を中心に形成されています。 

鉄道駅付近に、路線バスやタクシー乗り場の位置並びに路線バスの

行先や観光案内などの情報

を表示した案内板を設置し、

交通結節機能＊の強化を図り

ます。 

あわせて、これらの情報を

多言語で分かりやすく表示

することにより、外国人観光

客の乗り継ぎの円滑化や、観

光振興の促進を図ります。 

実施主体 市・事業者 

実績管理指標 交通結節点での機能強化整備箇所数 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

乗り継ぎ情報の案内

板設置（多言語化含

め） 

■図 バス・タクシー乗り場案内板の例 

（JR 熊本駅） 
URL https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=16798 

実施 
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実施事業２－６ 新たなモビリティサービスの検討（新規）

基本方針 方針２ ： 誰もが利用しやすい公共交通環境の整備 

事業概要 市民の公共交通の利用状況やニーズを踏まえ、本市における持続可

能な交通ネットワークの形成に向け、次世代モビリティの導入の可能

性を検討しながら、ＩＣＴ＊を活用した本市におけるＭａａＳ＊のあり

方を検討します。 

令和元年度に組織された、さいたま市をはじめとする 6 市 1 町で構

成する「新たなモビリティサービスによる「まち」づくり協議会」へ

の参画を通し、市と事業者が連携し、検討します。 

実施主体 市・事業者 

実績管理指標 検討事項なので設定しない 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

本市における MaaS＊

のあり方の検討 

■図 MaaS＊による利用者の公共交通へのアプローチの変化の考え方 

（国土交通省資料 URL https://www.mlit.go.jp/common/001257136.pdf 

を加工して作成）

調査・検討

タクシー、レンタカー、ライドシェア、

シェアサイクル等 
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実施事業２－７ バスロケーションシステムの導入促進（新規）

基本方針 方針２ ： 誰もが利用しやすい公共交通環境の整備 

事業概要 本市の公共交通に関する調査では、バス利用に関する満足度におい

て、運行情報の分かりやすさについて改善の余地がある結果が示唆さ

れています。 

バスの遅延、接近状況をリアルタイムで提供するバスロケーション

システムの導入など、利用者へ運行情報を提供する取組みを進め、周

知することで、路線バスの利用促進を図ります。 

実施主体 市・事業者 

実績管理指標 バスロケーションシステムの導入取組み数 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

バスロケーショ

ンシステムの導

入  

調査・検討

■図 バス利用に関する満足度 

（平成 26 年度越谷市公共交通 

基礎調査より） 

■図 バスロケーションシステムの紹介 

（朝日自動車ホームページより） 
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実施事業２－８ 交通系 IC カード＊の導入促進（新規）

基本方針 方針２ ： 誰もが利用しやすい公共交通環境の整備 

事業概要 交通系 ICカードを導入することにより、公共交通利用者の乗降時間

の短縮や、高齢者、障がい者が公共交通を利用する際のバリアの軽減

が期待できます。また、路線バスにおいては、定時性の確保や運賃収

受の自動化による、運用負荷の軽減に効果があるものと考えられます。

さらには、交通系 ICカードは、複数の移動手段をシームレスに利用す

るＭａａS＊と組み合わせ、公共交通の利便性を高める効果があるもの

と考えられます。 

交通系 ICカード導入の取組みを進め、公共交通の利用促進を図りま

す。 

実施主体 市・事業者 

実績管理指標 交通系 IC カードの導入取組み数（事業者数） 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

交通系ICカードの導

入 

■図 PASMO による路線バスの利用方法（朝日自動車ホームページより） 

調査・検討
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実施事業３－１ モビリティ・マネジメント＊（継続）

基本方針 方針３ ： 「みんなで公共交通に乗って、守り、育てる」意識の醸成 

事業概要 マイカーから公共交通への自発的な転換を促すイベントを開催し、交

通ネットワークの維持や環境負荷の低減を図ります。 

具体的には、市とバス事業者の協力による「バスの乗り方教室」の開

催や、出前講座による本市の公共交通の考え方の周知により、日常生活

における移動手段として公共交通を活用するきっかけとなるような取

組みを検討します。 

■資料 ①～③：バスの乗り方教室開催例（国土交通省資料） 

URL https://www.mlit.go.jp/common/001261051.pdf 

URL https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/content/h30_barifuri_aizuminishi.pdf 

■資料 ④：バスの乗り方教室用のパネル作成事例（国土交通省資料） 

URL https://www.mlit.go.jp/common/001261051.pdf

実施主体 市・事業者・市民 

実績管理指標 モビリティ・マネジメントに係るイベントの開催数 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

モビリティ・マネジ

メントに係るイベン

トの開催 

実施 

④ ③ 

① ② 
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実施事業３－２ 公共交通に関する情報案内の充実（継続）

基本方針 方針３ ： 「みんなで公共交通に乗って、守り、育てる」意識の醸成 

事業概要 鉄道、バスの路線網や、タクシーの営業所など、市内の公共交通に

関する情報を網羅した公共交通ガイドマップを作成し、公共施設・民

間施設へ配布します。市民がガイド

マップを積極的に活用することで、

公共交通の利用促進を図ります。 

あわせて、電子版のガイドマップ

を作成、更新し、外

出先の現在地から、

バス路線及びバス停

を検索できるように

することで、路線バ

スの利用促進を図り

ます。 

実施主体 市・事業者・市民 

実績管理指標 こしがや公共交通ガイドマップの配布先箇所数・配布枚数 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

公共交通ガイドマッ

プの作成・配布 

■図 こしがや公共交通ガイドマップ（令和２年度版） 

実施 
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実施事業３－３ バス・タクシー運転者の確保・育成（新規）

基本方針 方針３ ： 「みんなで公共交通に乗って、守り、育てる」意識の醸成 

事業概要 全国的にバス・タクシーの運転者が減少し、不足している中、本市

の生活交通を支えるバス路線網の維持や、安全な移動手段の確保の観

点から、バス・タクシー運転者の確保が必要です。 

事業者による運転者の積極的な募集、育成とともに、運転者を確保

するためのさらなる取組みとして、バス・タクシー事業の魅力を紹介

し、バス・タクシー運転者の増加に結び付く取組みの推進を図ります。

■資料 広報誌への掲載例（国土交通省資料より） 

URL https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/leaf0708.pdf

実施主体 市・事業者 

実績管理指標 バス・タクシー運転者の増加に結び付く取組みの数 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

運転者の増加に向け

た取組み 
調査・検討・実施 
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実施事業３－４ シルバーサポーター制度の導入促進（新規）

基本方針 方針３ ： 「みんなで公共交通に乗って、守り、育てる」意識の醸成 

事業概要 高齢者の交通事故の抑制と、公共交通の利用促進を図るため、公共

交通事業者や、公共交通によるアクセス性が高い店舗へ、「シルバーサ

ポーター制度」の導入を促進します。 

※シルバーサポーター制度：協賛施設において自動車運転免許返納

者が運転経歴証明書を提示することで、様々な特典（公共交通利

用料金の割引、商業施設での購入代金の割引、配送料の割引など）

が受けられる制度 

実施主体 市・事業者 

実績管理指標 シルバーサポーター制度の協賛事業者数 

実施スケジュール 
実施項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

事業者へ制度協賛へ

の働きかけ 
調査・検討

■図 シルバーサポーター制度の概要（埼玉県警 HP より） 
URL https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kurashi/silversupporter.html 
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５-３ 事業主体及びスケジュールの整理

本計画で定める取組みの主体及びスケジュールを以下に整理します。なお、スケジ

ュールは事業の進め方のイメージを示したものであり、詳細は実施主体において検

討・調整します。 

番号 事業名称 事業主体 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

事業 1-1 バス路線の維持・充実 
市・事業者
・市民 

事業 1-2 
関係者の協働による新たな公

共交通の導入に向けた取組み 

市・事業者

・市民 

事業 1-3 
地域の多様な輸送資源を活用

する取組みの検討 
市・事業者

番号 事業名称 事業主体 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

事業 2-1 公共交通利用環境の改善 市・事業者

事業 2-2 サイクル＆バスライド＊の推進
市・事業者

・市民 

事業 2-3 ノンステップバス＊の導入促進 市・事業者

事業 2-4 鉄道駅のバリアフリー化 
市・事業者

・市民 

事業 2-5 鉄道駅における乗り継ぎ円滑化 市・事業者

事業 2-6 新たなモビリティサービスの検討 市・事業者

事業 2-7 バスロケーションシステムの導入促進 市・事業者

事業 2-8 交通系 ICカードの導入促進 市・事業者

番号 事業名称 事業主体 R3 R4 R5 R6 R7 

事業 3-1 モビリティ・マネジメント＊
市・事業者

・市民 

事業 3-2 
公共交通に関する情報案内の

充実 

市・事業者

・市民 

事業 3-3 バス・タクシー運転者の確保・育成 市・事業者

事業 3-4 シルバーサポーター制度の導入促進 市・事業者

基本方針１ 地域の実情に応じた持続可能な交通ネットワークの形成 

基本方針２ 誰もが利用しやすい公共交通環境の整備 

基本方針３ 「みんなで公共交通に乗って、守り、育てる」意識の醸成 

調査・検討・実施 

調査・検討

実施 

調査・検討 

調査・検討

実施 

実施 

調査・検討・実施 

実施 

実施 

実施 

調査・検討 

調査・検討 

調査・検討 

実施 

実施 
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第６章 計画の実現に向けて

６-１ 計画の評価指標

 計画の実現に向け、以下のとおり評価指標を設定し、達成状況の評価を行います。 

現状（ 令和 2 年度 ） 目標（ 令和８年度 ） 

指標１ 

公共交通の満足度 67.5％ 70％ 

※公共交通の満足度：市政世論調査における鉄道、バス、タクシーそれぞれの満足度の平均値（各交

通機関における「とても満足」、「やや満足」の回答比率の合計を、その交通機関の満足度とする。） 

公共交通に対する満足度 

指標３ 

※公共交通の利用頻度：市政世論調査における鉄道、バス、タクシーそれぞれの利用頻度の平均値（各

交通機関における「常に利用している」、「よく利用している」、「ときどき利用している」の回答比率

の合計を、その交通機関の利用頻度とする。） 

公共交通の利用頻度 増 加

公共交通の利用頻度 

35.6％ 

現状（ 令和 2 年度 ） 目標（ 令和８年度 ） 

現状（ 令和 2 年度 ） 目標（ 令和８年度 ） 

指標４ 公共交通の利用者数 

鉄道、路線バス、タクシー

等の 1 日平均利用者数 304,192 人/日 維 持 

※１日平均利用者数：市内の鉄道駅、路線バス、タクシー、新たな公共交通の利用者数の合計値 
  （利用者数の考え方については 13 ページの表を参照） 

乗合交通利用圏域の 

カバー率 
70.5％ 76.5％以上 

※乗合交通利用圏域のカバー率：鉄道駅 1km、バス停 300ｍの範囲でカバーされる面積比率 

指標２ 乗合交通利用圏域のカバー率 

現状（ 令和８年度 ） 現状（ 令和 2 年度 ） 
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６-２ 計画の進行管理・達成状況の評価

 本計画の実現に向けて、第 5章で示した実施事業とスケジュールに基づき事業を進

めて行きますが、計画の進行管理及び達成状況の評価のため、PDCA サイクルに基づき、

越谷市地域公共交通協議会を継続して開催し、事業の実施状況や達成状況の確認及び

評価を行います。 

本計画において進める事業については、越谷市地域公共交通協議会において実績報

告を行いながら、中間年度（令和５年度（2023 年度））には計画の達成状況を評価し、

必要に応じて計画の見直しを行うこととします。また、計画の最終年度（令和 8年度

（2026 年度））には、達成状況の最終評価を行い、次期計画に向けた改善点等の抽出

を行います。 

項   目 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

実施事業の実績報告 ● ● ● ● ● ● 

計画の達成状況の評価   ●   ● 

計画（取組み・評価指標

等）の見直し 
  ○   ★ 

地域公共交通協議会 ● ● ● ● ● ● 

■表 計画の進行管理及び評価のスケジュール

凡例    ●：実施   ○：必要に応じて実施   ★：次期計画への検討 

越谷市地域公共交通計画の

策定

 Plan（計画） 

計画の基本方針に基づく

事業の実施 

 Do（実施） 

計画の見直し・改善 

 Action（改善） 

事業の進行管理・ 

計画達成に向けた評価 

 Check（評価） 

■図 PDCA サイクルに基づく本計画の進行管理イメージ
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６-３ 実施体制

計画の目的、目標の達成のためには、市民や公共交通事業者、市などの役割分担、

連携により取り組んでいくことが必要です。本計画を効果的に推進していくために、

「基本方針・計画の評価指標」を関係者が共有し、その達成に向けて、関係者がパー

トナーとして連携しながら、各々の役割を果たしていくとともに、計画の状況把握及

び取組みを進めることとします。 

■図 関係者による役割分担による取組みイメージ 

意見交換 

計画参画 

利用促進 

公共交通事業者 

市  民 

関係者が一体的な取組みを行っていくための組織 

越谷市地域公共交通協議会 

越 谷 市 
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参考資料

参考資料-1 計画策定の体制

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号）第 6 条

第 1項の規定に基づき、従前の計画である「越谷市地域公共交通網形成計画」の

作成及び実施に関し必要な協議を行うため、並びに道路運送法施行規則（昭和 26

年運輸省令第 75 号）第 9 条の 2 の規定に基づき、地域住民の生活に必要なバス

等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な協議を行う

ため、平成 27 年度に市長の附属機関として、越谷市地域公共交通協議会を設置

しました。 

また、本市の交通政策に関連する部署で構成する「越谷市公共交通連絡調整会

議」を設置し、越谷市地域公共交通協議会における協議事項について、事前に連

絡調整を行っています。 

「越谷市地域公共交通計画」は、令和 2年度から本協議会及び連絡調整会議で

協議のうえ令和 3年度に作成され、今後も必要な協議を行いながら計画を実施し

ていきます。 

以下に、越谷市地域公共交通協議会条例及び本協議会のこれまでの開催経過等

を示します。 
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●越谷市地域公共交通協議会条例
平成２７年３月１９日 

条例第２０号 

改正 令和２年１２月１６日条例第４９号 

（設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第６条第１項の規

定に基づき、越谷市地域公共交通計画（以下「計画」という。）の作成及び実施に関し必要な協議

を行うため、及び道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第９条の２の規定に基づき、

地域住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な協

議を行うため、市長の附属機関として、越谷市地域公共交通協議会（以下「協議会」という。）を

設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 本市の公共交通のあり方の協議に関すること。 

（２） 計画の策定及び変更の協議に関すること。 

（３） 計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

（４） 計画に定められた事業の実施に関すること。 

（５） 地域の実情に応じた公共交通の運行の合意形成に関すること。 

（６） その他地域公共交通に関し協議会が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２９人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 市の職員 

（２） 関係行政機関の職員 

（３） 関係公共交通事業者等 

（４） 公募による市民 

（５） 学識経験者 

（６） 自治会を代表する者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３６年条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和２年条例第４９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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●越谷市地域公共交通協議会の開催経過 

開  催  日 協 議 事 項 

平成 27 年 5 月 25 日（月） 

・委嘱式 

・運営規定等の決定 

・H26 調査結果報告 

・計画作成に向けた考え方について 

・今後のスケジュールについて 

平成 27 年 7 月 1 日（水） 
・越谷市地域公共交通網形成計画の方向性について 

・越谷市地域公共交通網形成計画の骨子(案)について 

平成 27 年 10 月 2 日（金） ・越谷市地域公共交通網形成計画の素案協議について 

平成 27 年 11 月 9 日（月） ・越谷市地域公共交通網形成計画（素案）について 

平成 28 年 1 月 25 日（月） 

・パブリックコメント＊の結果について 

（パブコリックコメントは、越谷市地域公共交通網形成計画（素案）

について、平成 27 年 12 月 1 日（火）～平成 28 年 1 月 8 日（金）ま

で実施し、2 名から 4 件のご意見があった。） 

・越谷市地域公共交通網形成計画（案）について 

平成 28 年 7 月 26 日（火） 
・新たな公共交通の導入に向けたガイドラインの策定について 

・駅前広場のバス乗り場番号の明示について 

平成 28 年 11 月 28 日（月） 
・新たな公共交通の導入に向けたガイドラインの方向性について 

・こしがや公共交通ガイドマップの改訂について 

平成 30 年 2 月 16 日（金） ・平成 29 年度公共交通事業の実施状況について 

平成 30 年 11 月 26 日（月） 
・地域公共交通網形成計画の中間評価について 

・新方地区における新たな公共交通の導入に関する基本方針について 

令和元年 11 月 18 日（月） ・新方地区内公共交通導入検討協議会での取組について 

令和 2 年 11 月４日（月） 

・越谷市地域公共交通計画の策定について 

・新方地区住民との協働による新たな公共交通の導入に向けた取組に

ついて 

令和 3 年 2月 10 日（水） 

・越谷市地域公共交通網形成計画の評価について（最終評価） 

・越谷市地域公共交通計画の策定について（骨子） 

・新方地区住民との協働による新たな公共交通の導入に係る実証運行

の実施について 

令和 3 年 4月 14 日（水） ・越谷市地域公共交通計画の策定について（素案） 
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●越谷市地域公共交通協議会委員名簿 

令和 3 年 5月 25 日現在（選出区分順） 

氏名 選出区分 任期 役職名 

林     実 
条例第３条 

第２項第１号 委員 
市の職員 

令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

小 川 和 彦 
令和 3年 5 月 25 日 

～令和 5年 5月 24 日

鈴 木 正 明 
令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

上 山   明 

条例第３条 

第２項第２号 委員 
関係行政機関の職員 

令和 3年 5 月 25 日 

～令和 5年 5月 24 日

河 内 克 己 
令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

清 家 裕 之 
令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

根 岸 甚 高 
令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

渡 邊   正 
令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

 田 皓 章 

条例第３条 

第２項第３号 委員 
関係公共交通事業者等 

令和 3年 5 月 25 日 

～令和 5年 5月 24 日

小 川 幸 一 
令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

荻 原 政 晃 
令和 3年 5 月 25 日 

～令和 5年 5月 24 日

金 子   茂 
令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

小 平 隆 宏 
令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

小 瀧 正 和 
令和 3年 5 月 25 日 

～令和 5年 5月 24 日

関 根   肇 
令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

田 沼 健 一 
令和 3年 5 月 25 日 

～令和 5年 5月 24 日

佃   晋太郎 
令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

信 清 智 之 
令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

深 津 光 市 
令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

女ヶ沢 健 一 
令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

和佐見 文 男 
令和 3年 5 月 25 日 

～令和 5年 5月 24 日

新木田 信 明 
条例第３条 

第２項第４号 委員 
公募による市民 

令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

那 倉 和 彦 
令和 3年 5 月 25 日 

～令和 5年 5月 24 日

山 本 初 枝 
令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

加 藤 哲 平 条例第３条 

第２項第５号 委員 
学識経験者 

令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日

久保田   尚 
令和 3年 5 月 25 日 

～令和 5年 5月 24 日
会長 

深 野   弘 
条例第３条 

第２項第６号 委員 
自治会を代表するもの 

令和 3年 5 月 25 日 
～令和 5年 5月 24 日
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参考資料-2 用語解説
越谷市地域公共交通計画における用語解

説と最初に用語を掲載している頁を掲載し

ます。 

■公共交通（１頁） 

 越谷市では、不特定の対象者が利用する交

通システムである「鉄道」、「路線バス」、「乗

用タクシー」、「新たな公共交通」を公共交通

と定義する。（本編１-５を参照） 

■福祉有償運送（３頁） 

ＮＰＯ法人や社会福祉法人等が、一人で公

共交通機関を利用することが困難な高齢者

や身体障がい者、要介護者などに対し、実費

の範囲内で、営利とは認められない範囲の対

価によって、乗車定員 11 人未満の自動車を

使用して、原則としてドアツードア＊の個別

輸送を行うもの。 

■乗合交通利用圏域（１８頁） 

 越谷市では、乗合交通利用圏域を、「鉄道

駅から半径 1ｋｍ以内の地域（駅から徒歩で

アクセスできる地域として定義しており、駅

から徒歩で概ね 15 分以内に到着可能な地

域。）及びバス停から半径 300ｍ以内の地域

（バス停から徒歩でアクセスできる地域と

して定義しており、バス停から徒歩で概ね５

分以内に到着可能な地域。）のいずれかに該

当する地域」として定義する。 

■交通結節機能（３２頁） 

鉄道とバス、タクシーなど、複数の交通手

段を相互に連絡できる機能のこと。 

交通結節機能をもつ施設を交通結節点と

いい、鉄道とバスなどの乗り継ぎが可能な鉄

道駅や、バスの中でも幹線や支線といった役

割の異なる路線同士の乗り継ぎができるバ

ス停などが該当する。 

交通結節機能を向上に資する設備として、

バス、タクシーの乗降場や乗り継ぎの待ち合

いスペース、駐輪場、乗り継ぎ案内板などが

ある。 

■土地区画整理事業（３２頁） 

都市計画区域内で一定の区域を定め、公共

施設の整備改善や、宅地の利用増進を図る事

業のこと。 

道路･公園･下水道が未整備のまま宅地化

が進むと予想される区域や、新たなまちづく

りを行う区域において行われることが多い

事業手法である。 

■ＩＣＴ（３３頁） 

Information and Communication

Technology（情報通信技術）の略。情報処理

だけではなく、インターネット等の通信技術

を活用した産業やサービスのこと。 

■ＭａａＳ（３３頁） 

Mobility as a Service の略。ICT を活用

し、複数の公共交通やそれ以外の交通手段に

よる移動をシームレスに繋ぎ、ひとつの移動

としてとらえる概念のこと。検索・予約・決
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済を一括で行う例が多い。 

■新規交通検討地域（３６頁） 

市内の乗合交通利用圏域以外の地域にお

いて、市民との連携により、既存の乗合交通

と連携しながら、地域のバス停、公共施設、

駅等を拠点とした持続可能な新たな公共交

通を検討する地域をいう。 

■ドアツードア（３６頁） 

出発地点のドア（自宅など）から目的地点

のドア（病院の施設など）までを示す。本計

画においては、出発地点から目的地点まで直

接輸送する特徴を示す言葉として使う。 

■サイクル＆バスライド（３８頁） 

バス停付近の公共施設等において、バス利

用者が利用できる駐輪場を整備・確保するこ

とにより、自転車からバスへの乗り継ぎを図

るシステムのこと。 

■ノンステップバス（３８頁） 

地上面から床面の高さを概ね 30cm 以下と

して、高齢者や児童にも乗り降りが容易であ

るバスのこと。補助スロープ等により、車い

すでの乗降もスムーズにできるものとなっ

ている。 

■交通系ＩＣカード（３８頁） 

事前にチャージ（前払い）した金額から公

共交通や店舗での決済の際に運賃や料金を

差し引く機能を持ったカードのこと。三大都

市圏や地方拠点都市で多く普及している

Suica や PASMO などの 10 種類のカード（10

カードという）は、平成 25 年から相互利用

が可能となっている。 

■モビリティ・マネジメント（通称：ＭＭ）

（３８頁） 

一人ひとりのモビリティ（移動）が、社会

的にも個人的にも望ましい方向に自発的に

変化することを促す、コミュニケーションを

中心した交通施策をいう。 

■バスまちスポット・まち愛スポット（４２頁）

「バスまちスポット」とは、バス停から概

ね50ｍ圏内でバスを気軽に待つことができ、

バス時刻表の掲示や配布をしている施設の

ことで、「まち愛スポット」とは、バス停か

ら概ね 500ｍ圏内で、バス停まで歩くときに

ベンチやイスが設置されており休憩できる

施設のこと。 

埼玉県が、公共交通を利用しやすくするこ

とで誰もが出歩きやすく、地域とつながりや

すいまちを目指して実施している取組みの

ひとつである。 

■パブリックコメント（６０頁） 

公的な機関が規則あるいは計画などを制

定しようとするときに、広く公（=パブリッ

ク）に、意見・情報・改善案など（=コメン

ト）を求める手続のこと。


